
役員等が社外の関係者から
金品等を受け取っていた件などについて

森山氏と関西電力との関係

関西電力等の役職員による金品受領

事前発注約束等

本件の総括的分析

役員退任後の嘱託等の報酬に関する
コンプライアンス委員会の調査結果について

金品受領問題発覚後の関西電力の対応

原因分析

再発防止策

調査の経緯

本件について客観的かつ徹底的な調査を行うため、2019年10月2日、中立・公正な社外委員のみで構成される第三

者委員会を設置することとし、調査を委嘱しました。

● 森山氏は、高浜町役場在職時代から、原子力発電所の立地

運営に協力する一方、当社の不適切な行為を見聞きし、自

ら関与してきたものと考えられ、当社の役職員は、「関西電

力の弱みを握る人物」として認識していたことが認められる。
● 当社の役職員が多額の金品を受領している事実が公表さ

れれば、社会からの批判で原子力発電所の運営が揺るが

されかねないものであり、当社の役職員に対し多額の金

品の提供を続けることで、新たに関西電力の知られては

ならない情報を作出していった。

● 当社役職員が、森山氏の要求に応じる形で、個別の工事

等や発注予定額に見合う工事等を発注することを約束し、

実際に発注を行っている場合もあった。また、現在または

将来の工事案件や工事概算額等の情報を提供していた。
● この行為は、特命発注案件に関しては、発注プロセスの

適切性・透明性等をゆがめる行為で、当社の利益をも損

なわせるおそれをはらんでおり、コンプライアンス上極め

て重大な問題であった。なお、工事の発注金額について

は、不合理であったと認めるまでには至らなかった。
● 競争発注案件の入札にあたって、森山氏に提供した情報

が有利に働き、その結果、競争発注が不適切になってい

た面がある。また、不適切な取扱いによって落札者が事

前に決定しているなど、競争発注が一部で形骸化してい

た可能性が伺える。

● 森山氏による金品提供の主たる目的は、その見返りとして、

自分の関係する企業へ工事発注を行わせ、そのことによっ

てそれらの企業から経済的利益を得るという構造、仕組み

を維持すること。
● 長期間、森山氏との関係を断絶できなかったのは、内向

きの企業体質の下、経営陣が問題を先送りし組織的に対

峙するというガバナンスが機能しなかったことによる。

2020年3月14日、役員退任後の嘱託等の報酬について、

第三者委員会から「金品受取り問題に関する修正申告時の

追加納税分」や、「過去の経営不振時の役員報酬削減分」を

補填する趣旨が含まれていると指摘されました。

その後、社内で速やかに事実関係を確認し、支給済みの

嘱託等報酬の全額回収を図るとともに、コンプライアンス

委員会において外部の客観的な視点から検証し、2020年8

月17日、コンプライアンス委員会から役員退任後の嘱託等

の報酬に関する調査報告書を受領しました。報告によれば、

本件に類似する事案が他に存在したとは認められませんで

した。

● 社内調査は、時間的範囲、人的範囲のほか、深度のある

調査を行わなかったなど不十分。
● 執行部が取締役会へ報告しなかったことは、企業不祥事

へのガバナンスが全く機能していないといわざるを得ない。
● 監査役は取締役会に報告すべきであった。
● 公表について取締役会で議論されなかったことは、ガバ

ナンスの機能不全であり、株主・ユーザーへの背信行為

であり、隠ぺいの謗りを免れない。
● 金品受領者を取締役等に選任する議案を株主・取締役に

決議させたことは問題が大きい。
● 金品受領者の一部は、受領した金品の修正申告を行った

が、経営トップが話し合って、追加納税負担分の補填を決

めた。

● 業績や事業活動をコンプライアンスに優先させるべきで

はないという意識を欠いたこと。
● 経営陣が、本件問題と正面から向き合い、是正する決断

力を欠いたこと。
● 透明性を欠く誤った「地元重視」が問題行為を正当化して

いたこと。
● 原子力事業本部が閉鎖的で、同部に対するガバナンスが

不足していたこと。
● 本件問題発覚後の事後対応においても露見した身内に

甘い脆弱なガバナンス意識。
● 内向きの企業体質（ユーザー目線の欠落と透明性の軽視）。

● ユーザー目線でのコンプライアンス意識の醸成
▶︎ P07-08,67-69

● 内向きの企業体質の是正（取締役会長に社外の者を）
▶︎ P07-08,59-63

● 地元を重視する施策についての透明性の向上
▶︎ P07-08,64,73

● 取引先関係者からの金品受領に関する明確なルール設定
▶︎ P07-08,67-69

● 悪しき情報が早く伝わり、現場に直接メスが入るための

ガバナンス体制の再構築
▶︎ P07-08,59-63

● 当社グループ役職員合計75名が、森山氏等から、総額約3

億6000万円相当の金品を受領していた。※

〈第三者委員会調査報告書の概要〉

    委 員 長     但木 敬一
T&T パートナーズ法律事務所・弁護士 / 元検事総長

    委　員      奈良 道博
半蔵門総合法律事務所・弁護士 / 元第一東京弁護士会 会長

    委　員      貝阿彌 誠
大手町法律事務所・弁護士 / 元東京地方裁判所 所長

  特別顧問     久保井 一匡
久保井総合法律事務所・弁護士 / 元日本弁護士連合会 会長

調査期間、委員会の開催日程
●  2019年10月9日から2020年3月13日までの間、調査

を実施
●  委員会を計14回開催

調査の方法
●  関係者に対するヒアリング  ・デジタル・フォレンジック調査
●  関連資料の分析
●  ホットライン調査　等

委員の構成

役員等が社外の関係者から金品等を受け取っていた件や退任役員への報酬を巡る問題などについて、お客さまや社会の皆

さまからの信頼を大きく損なう事態を招き、多大なご迷惑をおかけしました。

2020年3月14日、社外委員のみで構成される第三者委員会から、役員等が社外の関係者から金品等を受け取っていた件に

ついて、下記のとおり調査報告書を受領しました。

※2020年10月6日公表のグループ会社への調査を踏まえると、合計83名、総額約3億
7千万円（10月6日現在）

WEB 詳細は… 役員退任後の嘱託等の報酬に関する
コンプライアンス委員会の調査結果について

● 1回当たりの受領額は数万円〜数十万円程度が多いが、

一部の幹部は、500万円や1000万円の金品を受領するこ

とがあり、総額も数千万円から1億円強と極めて高額の金

品を受け取っていた。
● 東日本大震災以降、原子力発電所の新規制基準対応等か

ら、原子力発電所における工事発注の増加と時期を同じ

くして、金品を受領した役職員数や受領する金品の額も

大きく増加した。
● 金品を受領した役職員の多くは、受領し管理していた現

金・商品券等を用いて同額相当の品物を購入し、森山氏

に贈ることで金品相当額を返却していた。
● 報酬等の名目で、本件取引先から多額の金銭を受領して

おり、森山氏が提供した金品の原資の一部は、本件取引

先からの報酬等から拠出されていたと評価する方が実態

に合うと考えられる。
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コンプライアンスについて
企業風土の変革

コンプライアンス機能の強化

□ 社長から全ステークホルダーに対する「社長宣誓」を公表
     （「社長宣誓」は4頁に掲載しておりますのでご参照ください。）
□ 「関西電力グループCSR行動憲章」の見直しに加え、社内規程等

も網羅的に見直し

□ コンプライアンス委員会の新設
● 委員長を含む、過半数を社外委員で構成
● 執行から独立した立場で、コンプライアンス推進にかかわる基本

方針や、役員に関する問題事象の対処方針などについて、審議・

承認するとともに、必要に応じて、指導、助言、監督を実施
● 執行側には、コンプライアンス推進室を新設

□ 内部通報・相談の仕組みの充実

□ コンプライアンス等にかかわるトレーニング、研修の強化・充実
コンプライアンス委員会

※委員長

社外委員

● 森本 孝（関西電力(株)取締役代表執行役社長）
● 土井 義宏（関西電力送配電(株)代表取締役社長）

社内委員

● 中村 直人※（弁護士）
● 松山 遙（弁護士）

● 中谷 常二（大学教授）

発注業務等にかかわる仕組みの見直し

発注業務等にかかわる不適切な運用の禁止

□ 禁止事項の明確化
①特定の個人や企業のみを対象とした工事の発注・契約等に

かかわる事前情報提供
②事前発注約束につながる個別の工事の発注・契約等にかか

わる金額の開示
③元請会社の工事の発注・契約等に対する不適切な関与
④特定の個人や企業に対する合理性のない特命発注
⑤寄付金・協力金の不透明な拠出 

□ 調達等審査委員会の新設
● 複数の社外委員とコンプライアンス推進室の担当役員を含む社内

委員で構成
● 工事の発注・契約等の適切性に関する審査をおこない、必要に応

じて、指導・助言するとともに、審査概要を公開

□ 工事等所管部門の契約権限を、原則として調達本部に移管し権
限を分離

調達等審査委員会
※委員長

社外委員

● 彌園 豊一
（関西電力(株) 取締役代表執行役副社長）社内委員

● 瀧 洋二郎※（弁護士）
● 髙田 篤（公認会計士）

● 石亀 篤司（大学教授）

01

新たな経営管理体制について02

工事の発注・契約について03

当社は、第三者委員会から受領した報告書のご指摘を厳粛かつ真摯に受け止め、再発防止策をとりまとめ、業務改善計画を策

定しました。本改善計画の実施状況については、取締役会、コンプライアンス委員会等において、外部の客観的な視点を重視した

組織的な検証をおこないます。そのうえで、必要に応じて追加的な改善策を策定し、あるいは修正を加え、実施してまいります。

第三者委員会の調査報告書、業務改善計画の詳細、取組進捗等、最新の情報については当社ホームページ（https://www.kepco.co.jp/）

をご覧ください。

※ 関西電力送配電（株）においても、ガバナンスについては、一般送配電事業者としての中立性の確保を前提に、
　 当社が株主としての権利を有する関係において、適切な体制を実現してまいります。

内向きの企業体質を是正し、コンプライアンスを重視す
る健全な組織風土の醸成に取り組みます。 外部の客観的な視点を重視したコンプライアンス体制

の再構築により、グループ全体のコンプライアンス機能の
強化を図ります。

経営の「執行」と「監督」を分離し、外部の客観的な視点
を重視した、実効的なガバナンス体制を構築します。

権限の分離と事後審査の導入により、工事の発注・契約等
の適切性と透明性を確保します。

社内ルールの見直し、厳正化を図るとともに、調達等審
査委員会において、その適切性の評価を受けます。

指名委員会等設置会社への移行

監査機能の強化

コーポレートガバナンス・ガイドラインの策定

原子力事業本部におけるカバナンス体制の再構築

□ 取締役会議長は社外出身者
□ 法定3委員会（指名・報酬・監査）の委員長は社外取締役が担当
□ 法定3委員会は、それぞれ過半数を社外取締役で構成
□ 相談役、顧問等委嘱の必要性、報酬等に関する客観性を確保

□ 監査委員会が、主体的に監査をおこなうことができる体制を構築
□ 監査委員会事務局を設置し、多様な職歴を有するスタッフが監

査委員会をサポートする体制を整備

□ 原子力事業本部に対する牽制と支援の強化
● コンプライアンスを所管する職位として、本部長代理を新設
● 監査機能の強化を目的に、監査委員会のスタッフとして、監査特

命役員を任命

□ 風通しのよい組織の創生
● 取締役会等を定期的に原子力事業本部（美浜町）にて開催
● 社外を含む他部門の役員が、原子力事業本部の幅広い層と対話

する機会の設定

□ 実効的なコーポレートガバナンスに資する考え方や方針を示し
た、コーポレートガバナンス・ガイドラインを策定

※2020年6月25日時点

取締役会

調達等審査委員会

コンプライアンス委員会

指名委員会

報酬委員会

監査委員会

● 工事発注等
● 寄付金

事
業
本
部

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進
室

[議長は社外出身者]

※委員長 社外 社内

新たなガバナンス体制イメージ

● 協力金

全件報告指導・助言

報告

報告・付議 監督

報告

報告

報告

監査

監査

指導
助言
監督

指導・助言・監督

報告

報告

本
部
・
室

執行役社長

執行側

監督側

※

※

※

業務改善計画の概要
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